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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
応
用
し
た
食
品
（
以
下
「
遺
伝
子
組
換
え
食
品
」
と
い
う
。
）
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省 

 
 

に
お
い
て
、
「
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品
・
食
品
添
加
物
の
安
全
性
評
価
指
針
」
（
平
成
三
年
十
二
月
二
十
六
日
衛
食 

 

第
百
五
十
三
号
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
通
知
。
以
下
「
安
全
性
評
価
指
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
製
造
業
者
等
か
ら
の 

 
 

申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
個
別
の
品
目
ご
と
に
、
製
造
業
者
等
が
安
全
性
評
価
指
針
に
従
っ
て
評
価
を
行
っ
た
か
ど
う
か

の
確
認
を
、
製
造
業
者
等
が
安
全
性
評
価
指
針
に
掲
げ
ら
れ
た
評
価
項
目
に
関
し
て
作
成
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。 

安
全
性
評
価
指
針
に
基
づ
い
て
製
造
業
者
等
が
行
う
遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
安
全
性
の
評
価
に
お
い
て
は
、
新
た
に
導
入

さ
れ
た
遺
伝
子
が
産
生
す
る
た
ん
ぱ
く
質
が
ア
レ
ル
ゲ
ン
又
は
毒
性
物
質
と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
、
宿
主
が
持
つ
既
知
の

ア
レ
ル
ゲ
ン
又
は
毒
性
物
質
が
増
加
し
な
い
こ
と
等
遺
伝
子
組
換
え
技
術
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
、
当
該
た
ん
ぱ
く
質
の
予

想
摂
取
量
等
の
観
点
も
含
め
て
評
価
し
、
必
要
な
場
合
に
は
慢
性
毒
性
に
関
す
る
試
験
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う 

衆
議
院
議
員
長
内
順
一
君
提
出
遺
伝
子
組
換
え
農
作
物
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 三 

 



 

三
に
つ
い
て 

ま
た
、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
九

条
の
八
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
農
林
物
資
に
つ
い
て
、
製
造

業
者
又
は
販
売
業
者
が
守
る
べ
き
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
単
に
遺
伝
子
組
換
え
を

行
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
品
質
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
の
で
表
示
の
内
容
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と

考
え
て
い
る
。 

し
た
評
価
が
行
わ
れ
た
食
品
は
、
既
存
の
食
品
と
同
程
度
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
関
す
る
表
示
の
義
務
付
け
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三 

号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
厚
生
大
臣
は
、
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
等
に
関
す
る
表
示

に
つ
き
、
必
要
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
は
、
遺
伝
子
が
組
み
換
わ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
方
法
で
改
良
さ
れ
た
既
存
の
食
品
又
は
食
品
材
料
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
衛
生
の

見
地
か
ら
他
の
食
品
と
区
別
し
て
表
示
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
表
示
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
及
び
世
界
保
健
機
関 

四 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

通
常
、
農
作
物
を
栽
培
す
る
際
に
は
、
農
作
物
の
種
類
や
当
該
農
作
物
の
周
辺
に
生
育
す
る
雑
草
に
合
わ
せ
て
、
幾
つ
か

の
種
類
の
除
草
剤
が
種
ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
に
複
数
回
散
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
植
物
に
対
し
て
非
選
択
的
に
作

用
す
る
除
草
剤
と
当
該
除
草
剤
に
耐
性
を
有
す
る
農
作
物
を
組
み
合
わ
せ
て
栽
培
す
れ
ば
、
除
草
上
最
も
効
果
的
な
時
期
に

除
草
剤
を
散
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
除
草
剤
の
散
布
量
が
減
少
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
製
造
業
者
等
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
個
別
の
品
目
ご
と
に
安
全
性
評
価
指
針
と
の
適
合
確
認
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
合
同
の
食
品
規
格
委
員
会
で
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
議
論
を

踏
ま
え
つ
つ
調
査
及
び
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
農
薬
に
つ
い
て
は
、
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
安
全
か
つ
適
正
な
使
用
の

確
保
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

平
成
九
年
二
月
時
点
に
お
い
て
、
遺
伝
子
組
換
え
農
作
物
で
製
造
業
者
等
の
申
請
に
基
づ
き
厚
生
省
に
お
い
て
安
全
性
評 

五 

 



 

 

六 

価
指
針
と
の
適
合
確
認
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
害
虫
抵
抗
性
と
う
も
ろ
こ
し
三
品
種
、
害
虫
抵
抗
性
じ
ゃ
が
い
も
一
品 

 
種
、
害
虫
抵
抗
性
わ
た
一
品
種
、
除
草
剤
耐
性
と
う
も
ろ
こ
し
三
品
種
及
び
除
草
剤
耐
性
な
た
ね
四
品
種
で
あ
る
。 


